
 
 

平成	30	年度	 相模原市介護職員等喀痰吸引等研修	 受講者の募集について	

	

社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、平成 24 年度から所定の研修を受けた介護職員等

による喀痰吸引等の実施が可能となりました。	

相模原市では、特別養護老人ホーム等の施設・事業所及び居宅において、必要なケアをより安全

に提供するため、適切に喀痰吸引等を実施できる介護職員等を養成・確保することを目的とし、喀

痰吸引等研修（不特定多数の者対象）を実施します。	

	

1	 実施主体	 	 	 相模原市	

	

2	 研修実施機関	 一般社団法人財形福祉協会	

	

3	 研修課程	 	 	 第 1 号研修	 喀痰吸引（①口腔内・②鼻腔内・③気管カニューレ内部）		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	経管栄養（④胃ろう又は腸ろう・⑤経鼻経管）	

	 	 	 	 	 	 	 	 	第 2 号研修	 上記 5 行為のうち、1〜4 行為を選択して行う		

	 	 	 	 	 	 	 	 	

4	 受講対象者		

	 	 相模原市内に所在地を有する特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホーム、

有料老人ホーム、居宅サービス事業所等に就業している介護職員等（介護福祉士を含む。）

で、従事する施設•事業所の長が推薦する者を対象とします。推薦は 1 施設・事業所単位とし、

複数名の推薦を行う場合、必ず受講推薦者に優先順位をつけた上でご応募いただきます。		

	 また、以下の①～④を満たすことを受講の条件とします。		

① 実地研修先は、原則として、推薦した事業所（同一法人）において確保すること。	

② 実地研修実施に係る体制整備を行っていること。(例:医師の指示書、実地研修協力者(利

用者)の同意書の取り付けなど)		

③ 指導資格を有した実地研修指導者については、受講者が実地研修期間内（平成 31 年 2

月 8 日）に修了できるだけの人数を配置すること。		

④ 8 月 25 日（土）に実施する管理者向けの説明会へ参加すること。	

	

5	 募集定員		 	 60 名	 ※定員になり次第締め切りとさせていただきます。	



 
 

6	 研修内容	

	 (1)	基本研修（講義）		

喀痰吸引等の必要な基礎知識を 50 時間の講義（7 日間）で学びます。講義受講後、筆記試

験により知識の習得を確認します。合格基準に達しない受講者に対しては、再試験を行い、			

再度、知識の習得を確認します。		

(2)	基本研修（演習）		

	 	研修受講者が各行為について、喀痰吸引等の提供を安全に行うための技術を習得している	 	 	 	 	

	 	ことを、演習指導講師が評価します。		

		(3)	実地研修		

					研修受講者が実地研修指導講師の指導の下、実地研修を実施し、喀痰吸引等の提供を安全			

					に行うための知識及び技能を習得していることを実地研修指導講師が評価します。		

	

7	 研修日程及び場所	 	 別紙「喀痰吸引等研修スケジュール」のとおり	

	

8	 研修受講料		 	 無料	（ただし、テキスト代	4,000 円(税込)	DVD 付き）		

※使用テキスト	 中央法規出版「改訂	介護職員等による喀痰吸引・経管栄養研修テキスト」	

	 	申込完了後、受講決定通知が届き次第	 下記口座にお振込みください。	

		《振込先口座：三井住友銀行	 神田駅前支店／当座 217416/一社）財形福祉協会》	

	 	

9	 実地研修について	

	 ・受講申込者が従事する施設•事業所の代表者は、実地研修開始日までに別紙「実地研修に係

る確認書」に定める要件をすべて満たしておく（見込を含む）必要がありますので、必ず確

認していただくようお願いします。ご不明な点につきましては、お申込の前に一般社団法人

財形福祉協会までお問い合せください。（「14 管理者向け説明会」でも、改めてご説明いたし

ます。）	

	 ・第 2 号研修については、5 行為（①口腔内のたんの吸引、②鼻腔内のたんの吸引、	

	 ③気管カニューレ内部のたんの吸引、④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養及び⑤経鼻経	 	

	 管栄養）のうち、1 行為以上 4 行為以下の任意の行為について実地研修を修了した場合、	 	

	 個別に認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けられるものとします。	

	

	



 
 

10	 申込方法	

【喀痰吸引等研修受講申込書】と【実地研修に係る確認書】2 枚の書類のすべての項目を記	 	

	 入の上、下記まで FAX	にてお申し込みください。	※原本は大切に保管してください。		

	
	

締め切り	平成	30 年 8 月 17 日(金)午後 6 時	必着	

	平成	30 年 8 月 24 日(金)正午まで延長しました	

	

	

11	 選考方法及び選考結果のお知らせ	

	 	 申込受領後、研修受講申込書を審査して一般社団法人財形福祉協会より選考結果を施設・

事業所宛てに郵送もしくはお電話でお知らせします。受講申込者が定員を超えた場合、痰の

吸引等を必要とする利用者の人数や現在ケアを実施できる職員の人数を基準とし、緊要度の

高い施設・事業所を優先し、受講者を選考します。			

	

12	 研修課程の一部免除		

	 	 	喀痰吸引等に関する研修等の受講履歴その他受講者の有する知識及び経験を勘案した結	 	

	 	 果、相当の水準に達していると認められる場合には、当該喀痰吸引等研修の一部を履修し	

	 	 たものとして取り扱うこととし、次に定める者の場合には、次の履修の範囲とします。	

	

(1)	法第 40 条第 2 項第 1 号から第 3 号まで若しくは第 5 号の規定に基づく養成施設若しくは	

	 	 学校又は同項第 4 号の規定に基づく高等学校若しくは中等教育学校において医療的ケア	

				(実地研修を除く。)の科目を履修した者		

	 	【履修の範囲】	基本研修		

(2)	法第 40 条第 2 項第 1 号から第 3 号まで若しくは第 5 号の規定に基づく養成施設若しくは	

	 	 学校又は同項第 4 号の規定に基づく高等学校若しくは中等教育学校において医療的ケア	

	 	 (実地研修を含む。)の科目を履修した者		

	 	【履修の範囲】	基本研修及び実地研修	

(3)「特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて」(平成 22 年 4 月 1 日医政発	

	 	 第0401第17号医政局長通知)に基づくたんの吸引等を適切に行うために必要な知識及び技	 	

FAX:03-5651-8121 



 
 

	 	 術に関する研修を修了した者	(都道府県知事から認定特定行為業務従事者認定証の交付を	 	 	 	 	

	 	 受けた者に限る。)		

			【履修の範囲】	基本研修の演習のうち「口腔内吸引」及び実地研修のうち「口腔内の喀														

				痰吸引」		

(4)	平成 22 年度に厚生労働省から委託を受けて実施された「介護職員によるたんの吸引等の		

	 	 試行事業(不特定多数の者対象)」の研修(平成 22 年度老人保健健康増進等事業「介護職員	

				によるたんの吸引等の試行事業の研修のあり方に関する調査研究事業」)を修了した者		

	 	【履修の範囲】	基本研修(講義・演習)及び実地研修(上記研修において実地研修を修了した	

	 	 行為に限る。)		

(5)「平成 23 年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業」の実施について」	

	 		(平成 23 年 10 月 6 日老発第 1006 第 1 号老健局長通知)に基づく研修を修了した者		

	 	【履修の範囲】	基本研修(講義)(筆記試験に合格した者に限る。)、基本研修(演習)及び	

				実地研修(上記研修において修了した行為に限る。)		

(6)	法附則第 4 条第 2 項に規定する喀痰吸引等研修を修了した者	

	 	【履修の範囲】基本研修(講義)(筆記試験に合格した者に限る。)、基本研修(演習)及び	

				実地研修(上記研修において修了した行為に限る。)		

	

13	 修了証について		

	 全課程履修、筆記試験・演習評価を合格し、実地研修の修了をもって修了証を発行します。	

実際、業としてたん吸引等業務を行う際は、本修了証と共に各都道府県への認定特定行為業務従	 	 	

事者の交付申請を行い、認定を受けてください。		

	

14	 管理者向け説明会		

・日時:	 8 月 25 日（土）		18：30	〜	20	:	00	

・会場:		相模原市民会館	 	第 2 中会議室	 	

	 研修を円滑に進めるため、施設や事業所の管理者向けの、説明会を実施します。（参加必須です。）	

	

《説明会の内容》	

・研修の進め方	 	 	 	 	 	 	 ・連絡体制（遅刻、早退、欠席について）	

・受講管理	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・会場利用について	

・提出物について	 	 	 	 	 	 ・テキストについて	

・筆記試験について（合格基準と結果発表方法）・救急蘇生の演習時の服装について	 	 	

・実地研修時の必要書類と進め方	 	 ・準備して頂く事（提出書類・手続き）・補講について	

・修了証の発行について												・その他（質問等も受け付けます）	

	

	



 
 

15	 研修及び説明会会場		

	

							相模原市民会館〒252-0239	相模原市中央区中央 3-13-15	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

16	 留意事項		

・基本研修の講義及び演習につきましては、共に補講は認められません。全日程確実に出席で

きる方を推薦してください。また、受講決定後は受講者が必ず研修に出席できるようご配慮

願います。	

※	基本研修の演習の日程につきましては、こちらで調整させていただきます。	

	

17	 お問い合わせについて	

	 	下記までご連絡ください。		

				※「平成 30 年度相模原市喀痰吸引等研修の件で」とお伝え下さい。	

	

            ＜お問い合わせ先＞  
一般社団法人財形福祉協会	 地域統括医療研究会  事務局  

          FAX：03-5651-8121 

          電話：03-5651-8120 
            当日連絡先：090-3385-5422 
	 	



 
 

	 	 	 	



 
 

	

施設（事業所）長氏名

30

30

医師、看護師（准看護師を除く）助産師、又は保健師がいる。

職場に認定特定行為業務従事者がいる。

252

相模原市



 
 

	

	

指導講師は医師、保健師、助産師又は正看護師の資格及び3年以上の実務経験を有し、相模原市が実施する「喀痰吸引等指導者養成研修
（医療的ケア教員講習会）」への参加を了承している又はすでに受講している者であること。

①国の「喀痰吸引等指導者講習」			
②都道府県の「指導看護師研修」			
③他社開催の「医療的ケア教員講習会」

受講申込者が所属する実地研修を行う施設　（事業所）長は、実地研修開始日まで、下記に定める要件をすべて満たしておく	(見込を含	
む)	必要があります。


